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中学校給食の実施手法の選定について 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    選定選定選定選定したしたしたした実施手法実施手法実施手法実施手法    

選択制選択制選択制選択制のののの共同調理場共同調理場共同調理場共同調理場（（（（ランチボックスランチボックスランチボックスランチボックス））））方式方式方式方式    

 ※ 市が建設した共同調理場で調理し、一人分ずつランチボックス（お弁当

箱）に詰めた給食を各中学校に運び、希望した生徒に提供する方式です。

各中学校へ運ぶ際に保温機能を備えたコンテナを利用することで、温かい

給食を提供することができます。 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    選定選定選定選定にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての検討内容検討内容検討内容検討内容    

        中学校給食につきましては、本市において想定される、全員喫食の単独調理場

方式などの６つの実施手法について、実現の可能性などの観点からの検討を行う

中で、昨年１１月に実施手法の絞り込みを行い、①全員喫食の共同調理場方式、

②選択制の共同調理場（ランチボックス）方式、③選択制の民間調理場活用（ラ

ンチボックス）方式の３つの実施手法について引き続き検討することとしました。 

 

その後、これら３つの実施手法について、 

 

１． 食育や学校運営などの観点からの検討 

２． 本市の財政状況からの検討 

３． アンケート結果からの検討 

４． 本市における中学生の昼食の視点からの検討 

 

を行いました。これらを総合的に判断し、実施手法の選定を行ったところです。 

 

１．食育や学校運営などの観点からの検討 

中学校給食を実施するに際して検討を要する項目を抽出し、「食育の観点」、

「給食の品質の観点」、「学校運営の観点」、「危機管理の観点」及び「事業実施

の観点」の 5 つの観点に区分するとともに、中学校給食における 3 つの実施 

手法について比較検討を行いました。（資料②：実施手法別の比較検討内容） 

実施手法の選定にあたっては、各観点における項目のうち特に着目すべきも

のを重点項目と設定し、各実施手法について比較検討を行うことにより妥当性

を判断することとしました。 

 

参考資料１ 



 

2 

 

検討結果は次のとおりです。 

 

【重点項目における比較検討結果】 

区 分 重点項目 

全員喫食の 

共同調理場 

方式 

選択制の 

共同調理場

（ランチボ

ックス） 

方式 

選択制の 

民間調理場

活用（ラン

チボック

ス）方式 

食育の観点 食育の推進 ○ ○ △ 

給食の品質の観点 温かい給食の提供 ◎◎◎◎    ◎◎◎◎ △ 

学校運営の観点 学校運営への影響 △ ○ ○ 

危機管理の観点 
2 時間以内の喫食 

(衛生管理の基準) 
◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ○ 

事業実施の観点 提供開始時期 △ △ ○ 

       注 ◎：「対応でき特に課題がない」 ○：「対応できるが軽微な課題がある」 

△：「対応できるが課題がある」  

 

中学校給食の実施手法については、比較検討の結果を踏まえ、より適切かつ

円滑な事業導入を図る観点から、これらの実施手法のうち重点項目で「対応で

き特に課題がない」の項目が最も多く、かつ「対応できるが課題がある」の 

項目が最も少ないものを、本市における最も妥当な実施手法とする必要がある

と考えます。 

 

 

２．本市の財政状況からの検討 

本市財政は、人口の減少や少子高齢化の進行などから市税収入が大きく回復

することは期待できないことや、扶助費の増加が見込まれるなど、厳しい財政

状況が続くことが予想されます。 

このような中、多額の経費を要する中学校給食の実施手法については、その

目的である食育の推進や生徒の健康の保持増進に資するため、将来にわたり 

安定的かつ継続的な実施が図られることが重要です。 

そのためには、本市が今後においても引き続き健全財政を維持していくことが

できるよう、将来的な財政負担を可能な限り抑制する観点から、ランニングコス

トが低額となる実施手法の選定が必要となります。 
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3．アンケート結果からの検討（参考資料２・３） 

昨年２月に実施しました児童・生徒へのアンケートでは、「中学校での昼食で

最も良いもの」の回答は家で作る弁当が最も多く（小学生 58.2％、中学生

51.4％）、学校給食を望む声は少数（小学生 18.5％、中学生 17.6％）となっ

ており、中学校給食の実施についても反対が賛成を上回り過半数を占めていま

す。 

     一方、本年１月に実施しました市民へのアンケートでは、全員喫食方式の意

見が約 6 割を占めていますが、選択制方式と今までどおりの方法の合計も約 4

割となっています（設問 4）。中学校給食を実施するにあたっては、これらの意

見を可能な限り反映できるような手法を選定する必要があります。 

全員喫食方式では、家で作る弁当を望んでいる過半数を超える児童・生徒と

約４割の市民の意見に応えられないこととなります。 

一方、選択制方式では、給食や弁当などを選択できることから、全ての児

童・生徒の希望に対応することができます。 

また、全員喫食方式を選択された市民において最も多い選択理由は、「健康・

体力づくりのことを考えると、栄養価が配慮されている給食がよいから」と 

なっています（設問 4－(1)）。選択制の共同調理場（ランチボックス）方式は、

全員喫食方式の場合と同様に調理場で調理した給食を提供できますので、これ

らの意見にも十分に応えることが可能であり、児童・生徒や市民の意見を最も

広く反映できるものと考えられます。 

 

 

４．本市における中学生の昼食の視点からの検討 

これまで、本市の中学生の昼食については、弁当の持参をお願いしてきまし

た。家庭からの弁当は、弁当づくりを通して保護者が子どもとの絆を深めるこ

とができますし、体格などの子どもの個人差にあわせたきめ細かな対応が可能

となります。一方、給食は、栄養価に配慮し、心身ともに成長期にある生徒の

健康・体力づくりに大きな役割を果たすとともに、豊富な献立により多彩な

「食」を提供することができます。 

また、中学生の昼食について様々な意見や思いがある中で、保護者や生徒そ

れぞれの意向を尊重することも大切です。 

今後の本市における中学生の昼食には、これらのことを踏まえ、家庭からの 

弁当と給食のそれぞれの特徴を生かすことにより、生徒の心身の健全な発達に

寄与するとともに、食への理解を深め、学校生活のより一層の充実につながる

ものであることが求められています。このため、中学校給食の実施にあたって

は、給食や家庭からの弁当などを選ぶことができる手法（選択制）が妥当であ

ると考えます。 
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Ⅲ 検討結果 

以上における、中学校給食の実施手法の選定にあたっての検討結果は、次のと

おりです。 

 

１．食育や学校運営などの観点 

重点項目で「対応でき特に課題がない」の項目が最も多く、かつ「対応でき

るが課題がある」の項目が最も少ないもの 

２．本市の財政状況 

将来的な財政負担を可能な限り抑制する観点から、ランニングコストが低額

となるもの 

３．アンケート結果 

児童・生徒や市民の意見を最も広く反映できるもの 

４．本市における中学生の昼食の視点 

給食や家庭からの弁当などを選ぶことができるもの 

 

以上以上以上以上１１１１からからからから４４４４までまでまでまでのののの検討検討検討検討結果結果結果結果をををを総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断しししし、、、、枚方市枚方市枚方市枚方市におけるにおけるにおけるにおける中学校給中学校給中学校給中学校給

食食食食のののの実施手法実施手法実施手法実施手法としてとしてとしてとして「「「「選択制選択制選択制選択制のののの共同調理場共同調理場共同調理場共同調理場（（（（ランチボックスランチボックスランチボックスランチボックス））））方式方式方式方式」」」」をををを選定選定選定選定

するものですするものですするものですするものです。。。。    
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経
費

（
単

位
：

億
円

）
6

.2
～

7
.7

4
.5

～
5

.4
4

.9

(内
)給

食
運

営
経

費
 4

.1
～

5
.6

2
.7

～
3

.６
3

.7

(内
)元

利
償

還
金

額
 0

.9
0

.6
0

.0
2

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト

（
運

営
経

費
）

全
員

喫
食

は
多

額
の

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト

が
実

施
に

あ
た

っ
て

の
課

題
で

あ
る

。
選

択
制

で
は

全
員

喫
食

に
比

べ
て

低
額

と
な

っ
て

い
る

。

　
（

6
,0

0
0

食
で

試
算

）
　

（
6

,0
0

0
食

で
試

算
）

用
地

の
確

保
共

同
調

理
場

方
式

は
、

施
設

建
設

の
た

め
一

定
規

模
の

用
地

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

将
来

的
に

施
設

の
建

替
え

の
た

め
の

用
地

確
保

が
必

要
と

な
る

。

イ
ニ

シ
ャ

ル
コ

ス
ト

（
建

設
経

費
）

共
同

調
理

場
方

式
は

建
設

経
費

が
多

額
と

な
る

が
、

大
阪

府
の

補
助

金
が

交
付

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

建
設

時
に

お
け

る
市

の
負

担
額

（
一

般
財

源
）

の
抑

制
が

図
ら

れ
る

こ
と

と
な

る
。

た
だ

し
、

将
来

的
に

は
施

設
の

建
替

え
の

た
め

の
多

額
の

経
費

が
必

要
と

な
る

。
民

間
調

理
場

活
用

方
式

で
は

、
中

学
校

に
お

け
る

受
入

施
設

整
備

が
主

な
内

容
で

あ
り

経
費

は
最

も
低

額
と

な
る

。

1
4

.4
　

　
　

（
1

2
,0

0
0

食
）

7
.7

　
　

（
6

,0
0

0
食

で
試

算
）

提
供

開
始

時
期

共
同

調
理

場
方

式
は

施
設

の
整

備
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、

給
食

の
提

供
開

始
ま

で
に

期
間

を
要

す
る

。
民

間
調

理
場

活
用

方
式

で
は

、
大

量
食

数
の

給
食

調
理

に
対

応
可

能
な

事
業

者
の

確
保

が
必

要
と

な
る

。

(内
)元

利
償

還
金

額
 0

.9
0

.6
0

.0
2

(内
)就

学
援

助
費

(仮
定

）
 1

.2
1

.2
（

全
対

象
者

分
）

1
.2

（
全

対
象

者
分

）


